
１　届出のフロー

　の部分が下記担当課

　　　（都市計画課，市街地整備課，盛岡南整備課）

２　届出の書類

(1)届出書（別紙様式－１）

(2)添付図書

(3)その他参考となるべき事項を記載した図書

上記のほか，位置図（案内図）を添付してください。

３　届出先

１階

２階

事　前　相　談

届出が必要となる行為

（
工
事
の
三
十
日
前
ま
で
に
届
出
が
必
要
で
す

。

）

届　　　　　出

届出書の審査

設計の変更等

地区計画に適合 地区計画に不適合

適合通知の交付 勧　　　　　告

建築確認申請

申請書の審査

確認通知書の交付

工　事　着　工 設計・施行方法の変更

変更の届出

備　　考

・土地の区画形質の変更
①周辺の公共施設を表示する図面 １／１，０００以上

②設計図 １／１００以上

・建築物の建築又は工作物
の建設
・建築物等の用途の変更

①敷地内における建築物の位置を表示す
　る図面

１／１００以上

②２面以上の立面図，各階平面図 １／５０以上

対象となる行為 図面の種類（国交省令で定めているもの） 縮　　尺

②２面以上の立面図 １／５０以上

求積表，求積
図を含むもの

下記以外の地区

地区計画の名称

盛岡南整備課

市街地整備課

都市計画課

１／１００以上

盛岡市津志田14地割37番地２
都南総合支所

全体を通しての問い合わせ先：盛岡市役所都市計画課　019-651-4111（内線7212・7213）

・建築物等の形態又は意匠
の変更

①敷地内における建築物の位置を表示す
　る図面

担当課 場所

道明地区

盛岡駅西口地区，大平地区


